
参考資料４ 大綱的指針のフォローアップの調査概要

調査項目

（１）評価の実施状況
①評価実施数（平成30年度、令和元年度）
②事前評価、中間評価、終了時評価及び追跡評価・調査の実施数
③研究開発プログラム評価の実施状況

（２）評価指針の整備状況

調査方法

・アンケート方式
・実施時期：令和２年６月

調査対象

８省（総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省）

• 評価専門調査会事務局において、大綱的指針のフォローアップとして、研究開発を実施している
主要な省庁における研究開発評価の実施状況について、調査しました。
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各省ごとの評価件数

大綱的指針のフォローアップの調査結果
①評価実施 総数（平成30年度、令和元年度）

全評価実施数※

各省ごとの評価実施数

２

H30 R1

※令和元年度には、新型コロナウイルスの影響で
厚労省の一部の評価件数は含まれない。
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大綱的指針のフォローアップの調査結果
②事前評価、中間評価、終了時評価及び追跡評価・調査の実施数

評価時期別実施数

各省ごと評価時期別実施数

３
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大綱的指針のフォローアップの調査結果
③研究開発プログラム評価の実施状況

プログラム評価実施数

４

H30

プログラム評価数

全評価数

R1

各省ごとのプログラム評価実施数
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大綱的指針のフォローアップの調査結果
（参考）FAの評価件数の割合

FA評価件数割合

５
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総務省 事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

H30

(1)評価件数
件数 208 25 63 124 27 447

うち研発法人 0 17 0 0 0 17
(2)うち
プログラ
ム評価

件数 15 17 0 0 0 32
うち研発法人 0 17 0 0 0 17

H31,R1

(1)評価件数
件数 227 17 82 125 32 483

うち研発法人 0 17 0 0 0 17
(2)うち
プログラ
ム評価

件数 9 17 0 0 0 26
うち研発法人 0 17 0 0 0 17

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

89 123 106 18 18 354

84 108 95 18 18 323

14 20 17 8 14 74

13 19 16 8 14 70

92 116 128 17 12 365

85 101 123 17 12 338

14 23 32 9 8 101

13 22 31 9 8 83

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

531 664 248 834 1 2278

270 307 118 0 1 696

265 360 133 834 1 1593

4 3 3 0 1 11

281 305 155 0 1 742

281 305 154 0 1 741

6 4 11 0 1 22

6 4 10 0 1 21

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

76 1319 473 213 2 2083

67 1313 466 211 2 2059

5 68 2 2 0 77

0 68 1 0 0 69

78 1284 441 193 2 1998

69 1275 434 191 2 1971

6 70 47 3 0 126

0 68 44 1 0 113

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

10 17 8 57 1 93

8 7 4 21 0 40

8 9 4 3 0 24

8 7 4 3 0 22

22 18 17 65 1 123

14 11 12 15 0 52

14 13 12 4 0 43

14 11 12 4 0 41

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

136 78 92 0 0 306

118 77 64 0 0 259

26 39 0 0 0 65

26 39 0 0 0 65

117 135 111 0 0 363

87 133 58 0 0 278

26 66 0 0 0 92

26 65 0 0 0 91

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

277 50 50 42 42 461

0 0 0 0 0 0

2 2 0 2 2 8

0 0 0 0 0 0

362 38 44 58 58 560

0 0 0 0 0 0

3 3 2 1 1 10

0 0 0 0 0 0

事前 中間 事後 追調査 追評価 合計

73 0 11 0 0 84

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

101 6 8 0 0 115

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

文科省

厚労省

農水省

科研費は含まない
（約10万件）

厚生労働科研費を含む
H31,R1分はコロナ対応のため
未カウント

経産省

国交省

環境省

防衛省

安全保障技術研究推進制度分
のみ計上



各省庁の研究開発評価指針における「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の反映状況

省 総務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省

評価指針の名称
総務省情報通信研究評価実施
指針
消防庁研究開発評価実施指針

文部科学省における研究及び
開発に関する評価指針

厚生労働省の科学研究開発評
価に関する指針

農林水産省における研究開発
評価に関する指針

経済産業省技術評価指針 国土交通省研究開発評価指針環境省研究開発評価指針 防衛省研究開発評価指針

ページ数
総務省：27
消防庁：11

72 22 7 15 18 11 6

政策名

総務省：総務省政策評価
基本計画

消防庁：消防防災科学技術
高度化戦略プラン

－ － －
経済産業省政策
評価基本計画

－ - －

制定（改定）者 総務省国際戦略局長 文部科学大臣 大臣官房厚生科学課 農林水産技術会議 産業技術環境局長 事務次官（技術総括審議官） 総合環境政策統括官 事務次官

制定（改定）経緯
「情報通信技術の研究開発の
評価に関する会合」承認

科学技術・学術審議会建議（平
成29年3月 ）

厚生科学審議会科学技術部会
承認

農林水産技術会議（審議会同
等）承認

産業構造審議会産業技術環境
分科会研究開発・イノベーショ
ン小委員会評価ワーキンググ
ループ
（平成２９年３月）

省内検討後、社会資本整備審
議会・交通政策審議会 技術
部会において報告予定

環境研究企画委員会において
調査・検討を行い、総合環境政
策統括官が決定

省内担当部局での承認

大綱的指針の改定対
応

総務省：対応済
消防庁：対応済

対応済 対応済 対応済 対応済 対応済 対応済 対応済

制定（改定）時期
総務省：平成30年２月 改定済
消防庁：平成31年３月 改定済

平成29年４月 改定済 平成29年３月 改定済 平成28年３月改定済 平成29年５月 改定済 平成30年３月30日 改定済 平成29年7月に改定済 平成27年10月に改定

対応状況

【総務省】大綱的指針の改正を
踏まえ改定した。
主な改定内容は、
①「プログラム評価」、「道筋」の
概念を明確化
②副次的成果や波及効果も積
極的に評価することを追記
③中間評価に関する記述の明
確化
④研究開発評価の負担軽減に
関する記述を明確化

【消防庁】大綱的指針の改正を
踏まえ改定した。
主な改定内容は、
①「プログラム評価」、「道筋」の
概念を明確化
②副次的成果や波及効果も積
極的に評価することを追記
③中間評価に関する記述の明
確化
④研究開発評価の負担軽減に
関する記述を明確化

大綱的指針の改正を踏まえ改
定した。
主な改定内容は、
①研究開発プログラム評価の
本格的な実施。
②挑戦的（チャレンジング）な研
究開発やマネジメント等の評価
に係る記載の充実。
③研究開発評価に係る負担の
軽減と評価結果の活用等に係
る記載の充実。
④その他、特筆事項として従来
から「次代を担う若手研究者の
育成・支援の推進」を独自に設
け若手研究者の育成について
の評価の推進についても記載。

大綱的指針の改正を踏まえ改
定した。
主な改定内容は、
①実効性のある「研究開発評
価プログラムの評価」のさらな
る推進をめざし、「研究開発プ
ログラム」の定義や要件、評価
すべき点についての記述を充
実。
②アイデアの斬新さと経済・社
会インパクトを重視した研究開
発の促進を新規で追加し、第５
期科学技術基本計画で求めら
れる研究開発の評価に係る留
意事項を追加。
③研究開発評価に係る負担の
軽減における留意事項を具体
化。

（大綱的指針の改定以降、改
定していない理由）
・研究開発プログラムの評価に
ついては、前回の大綱的指針
の改定にあわせてプログラム
評価の概念を導入して実施し
ているため、今回の大綱的指
針の改定においては改定して
いない。
・挑戦的（チャレンジング）な研
究開発の評価等については、
対象となる課題・プログラムが
ないため、評価の仕組みは規
程していない。今後、挑戦的
（チャレンジング）な研究開発が
企画・立案された際に、検討を
行い対応していくこととしている。

大綱的指針の改正を踏まえ改
定した。
主な改定内容は、
１．「経済産業省技術評価指
針」について、主として以下の
項目にかかる所要の見直しを
行った。
①挑戦的（チャレンジング）な研
究開発の評価に係る留意事項
の追加
②時間軸に沿って描いた「道
筋」（ロードマップ）の作成

２．さらに、「経済産業省技術評
価指針に基づく標準的評価項
目・評価基準」についても所要
の見直しを行い、評価の妥当
性等の記述の充実を図った。

大綱的指針の改正を踏まえ改
定した。
主な改定内容は、
①「研究開発プログラム」に関
する評価の本格導入。
②研究者等への評価に、研究
実績の他、着目すべき活動を
追加。
③その他、挑戦的な研究に関
する評価等について、
などを追加。

大綱的指針の改正を踏まえ改
定した。
主な改定内容は、「研究開発プ
ログラム評価」などを追加した。

（大綱的指針の改定以降、改
定していない理由）
研究開発プログラムの評価に

ついては、前回の大綱的指針
の改定にあわせてプログラム
評価の概念を導入しているた
め、今回の大綱的指針の改定
においては改定していない。
なお、今回の大綱的指針の

改正を踏まえ、細部規則を改
正し、研究開発評価に係る負
担の軽減を図っている。

評価指針の公表
の有無

【総務省】有
【消防庁】有

有 有 有 有 有 有 有

評価指針公表ページ
のURL

【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_
content/000531572.pdf
【消防庁】
https://www.fdma.go.jp/mission
/develop/item/hyokajisshishishi
n.pdf

https://www.mext.go.jp/a_men
u/kagaku/hyouka/main11_a4.ht

m

https://www.mhlw.go.jp/file/06
-Seisakujouhou-10600000-

Daijinkanboukouseikagakuka/0
000166770.pdf

http://www.affrc.maff.go.jp/do
cs/hyouka/menu.htm

https://www.meti.go.jp/policy/
tech_evaluation/b00/meti_shis

hin170508.pdf

https://www.mlit.go.jp/seisakut
okatsu/hyouka/seisakutokatsu

_hyouka_fr_000009.html

http://www.env.go.jp/policy/te
ch/guide.pdf

http://www.clearing.mod.go.jp/
kunrei_data/a_fd/2015/az2015

1001_00014_000.pdf
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